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「（仮称）宇都宮市子ども・子育て支援事業計画」の構成イメージ（現時点における案） 

第１部 総論 

第１章 計画の概要 

 １ 計画策定の趣旨 

２ 計画の位置付け 

  ・子ども・子育て支援法第６１条の規定に基づき，同法第６０条に規定する国の基本指針に即し，「市町村子ども・子育て支援事業計画」として

策定するとともに，本市の子どもと子育て家庭を総合的に支援するための計画である「宮っこ 子育ち・子育て応援プラン」の基本施策に掲

げる「保育サービスの充実」や「家庭や地域における子育て支援」等に係る事業等を計画的に供給するための計画として位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

  

３ 計画の期間 

・平成２７年度～平成３１年度（５年間） 

 

４ 計画の策定体制 

    

 

 

 

「宮っこ 子育ち・子育て応援プラン」 

本市の子どもと子育て家庭を，出生から自立に至るまで，一貫性・継続性のある支援を

推進するための計画 

「（仮称）宇都宮市子ども・子育て支援事業計画」 

 幼児期における学校教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業等を計画的に 

 提供するための計画 

・「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」等の実施 

・「宇都宮市子ども・子育て会議」における意見聴取 

・市民からの意見募集のため，パブリックコメントの実施      について示します。 

資料５－１ ① 
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第２章 これまでの取組に関する評価と課題 

 １ 子ども・子育てを取り巻く社会状況等 

 ２ 本市の子ども・子育て支援事業の実施状況 

 ３ 「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」の結果の概要 

 ４ 課題の総括 

 

 

第２部 施策の推進 

第１章 計画の基本的な方向性  ・本計画のビジョンや，家庭・地域・事業者・行政（市町村・都道府県）の連携について示します。 

 １ 幼児期における学校教育・保育の供給体制の確保及び地域子ども・子育て支援事業の実施に関する基本的な考え方 

 ２ 子ども・子育て支援にあたっての関係者との連携・協働について 

  

第２章 幼児期の学校教育・保育の量の見込み及び供給体制の確保方策【必須記載事項】 

１ 教育・保育の提供区域について 

    ・教育・保育の提供区域について示します。 

Ａ区域 Ｂ区域 Ｃ区域 Ｄ区域 ・・・ 

区域の範囲 区域の範囲 区域の範囲 区域の範囲 ・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

地域の実情に応じて，保護者や子ど
もが居宅より容易に移動することが
可能であり，地理的条件，人口，交通
事情等の社会的条件や教育・保育施設
の整備の状況等を総合的に勘案して
設定します。 

イメージ 
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２ 量の見込み，供給体制の確保内容・実施時期について 

・設定した区域ごとの「量の見込み」と「確保方策」について示します。 

【Ａ区域】 

 

 

 

 

 

 

・・・ 

 

 

 

 

 

 

【Ｂ区域】 

・ 

・ 

・ 

 

 

 

 

 

平成２７年度 

 1号 2 号 3 号 

幼児

教育

希望 

左記 

以外 

０

歳 

1・2 

歳 

量の見込み      

認定こども園化促進分※     

確保

方策 

特定教育・保育施設     

（確認を受けない幼稚園）  ― ― ― ― 

特定地域型保育事業 ―    

過不足     

平成２８年度 

 1 号 2 号 3 号 

幼児

教育

希望 

左記 

以外 

０

歳 

1・2 

歳 

量の見込み      

認定こども園化促進分※     

確保

方策 

特定教育・保育施設     

（確認を受けない幼稚園）  ― ― ― ― 

特定地域型保育事業 ―    

過不足     

平成２９年度 

 

 

量の見込み 

認定こども園・・ 

確保

方策 

特定・・ 

（確・・ 

特定・・ 

過不足 

イメージ 

区域ごとに，「量の見込み」（現在，暫定値を
提示）を分割します。 

各区域の「量の見込み」に対応する，「確保
方策」を定めます。（施設への意向調査を反
映） 
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第３章 地域子ども・子育て支援事業の量の見込み及び供給体制の確保方策【必須記載事項】 

１ 地域子ども・子育て支援事業の提供区域について 

 ・地域子ども・子育て支援事業（※１）の提供区域について示します。 

事業名 提供区域 

妊婦に対する健康診査 区域の数や範囲 

乳児家庭全戸訪問事業 区域の数や範囲 

養育支援訪問事業その他要保護児童等の支

援に資する事業 

区域の数や範囲 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

（※１） 

①妊婦に対する健康診査 ②乳児家庭全戸訪問事業 ③養育支援訪問事業その他要保護児童等の支援に資する事業 

④地域子育て支援拠点事業 ⑤利用者支援事業 ⑥一時預かり事業 ⑦子育て援助活動支援事業 

⑧子育て短期支援事業 ⑨時間外保育事業 ⑩病児保育事業 ⑪放課後児童健全育成事業 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業 ⑬多様な主体が新制度に参入することを促進するための事業 

（ただし，⑫・⑬については，区域の設定を行わない事業） 

 

 

 

 

 

 

各事業の特性等を踏まえ区域設定を行います。 
（事業の特性等によっては全市１区域となります） 

イメージ 



5 
 

２ 量の見込み，供給体制の確保内容・実施時期について 

  ・事業ごとに「量の見込み」と「確保方策」について示します。 

 

 ①妊婦に対する健康診査 

 【ａ区域】 

 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度 

量の見込み ○○人 ○○人 ・・・ ・・・ ・・・ 

確保方策 実施体制 

○人 

実施機関 

○○ 

・ 

・ 

実施体制 

○人 

実施機関 

○○ 

・ 

・ 

・・・ ・・・ ・・・ 

   ・ 

   ・ 

    

 

第４章 幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び当該学校教育・保育の推進に関する体制の確保の内容【必須記載事項】 

 

 

１ 認定こども園の普及に対する考え方 

２ 幼児期の学校教育・保育，地域の子育て支援の役割及び推進方策 

３ 幼児期の学校教育・保育と小学校教育との円滑な接続（幼保小連携）の取組の推進 

４ 幼保小連携，３歳未満児に係る取組と３歳以上児に係る取組の連携 

・認定こども園の普及の背景や必要性をはじめ，幼児期の学校教育・保育の一体的提供とその推進体制の確保などについて示します。 

イメージ 
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第５章 関連施策の展開【任意記載事項】 

 

 

 

 

 

１ 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保 

２ 子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携 

３ 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関する施策との連携 

 

第６章 計画の総合的な推進体制 

 １ 計画の周知と啓発 

 ２ 庁内推進体制 

３ 庁外推進体制 

 ４ 計画の点検・評価等の公表及び施策への反映 

 

資料編 

 

・①産休・育休明けにおける教育・保育施設等のスムーズな利用 

②児童虐待防止対策の充実，ひとり親家庭の自立支援の推進，障がい児等に対する施策の充実 

③ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組 

について示します。 

・国の基本指針や「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」の結果などについて転載します。 
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